
 

                   
九州広域行政機構（仮称）の設立を目指して 

 
 九州地方知事会では、かねてから、地域のことは地域で決めてい

く覚悟をもって、地球温暖化対策や若年者の雇用対策など、県の枠

組を超える広域的な課題について、「政策連合」として取り組んで

きた。さらに、観光分野では「九州観光推進機構」を設立し、官民

が一体となって取り組んでおり、広域行政の実績を積んできたとこ

ろである。 

そうした中、平成２２年６月に閣議決定された「地域主権戦略大

綱」において、「国の出先機関の原則廃止」が明記された。九州地方

知事会としては、これを分権型社会確立のための機会と捉え、また、

地方に受皿がないことを理由に、国が出先機関の事務・権限の移譲

を拒んできた従来の状況を打破しようと、平成２２年１０月、国の

出先機関の事務・権限・人員・財源等を「丸ごと」受け入れるため

の組織として「九州広域行政機構（仮称）」の構想を発表した。 

 
この構想を受けて、九州各県議会議長会においては、各県議会の

代表者からなる「広域行政懇話会」を昨年８月に設立し、九州広域

行政機構（仮称）の在り方などについて協議が進められている。ま

た、経済界とも、九州地域戦略会議等の場において議論を深めてい

るところである。 
 
他方、「国の出先機関の原則廃止」について、東日本大震災の発生

を踏まえ、大規模災害時の対応や社会資本の計画的な整備などに支

障が生じるのではないかという不安・懸念の声が市町村等から上が

っている。しかしながら、今回の改革は、国の事務・権限をより身

近な地方に移譲し、住民の意思をこれまで以上に反映させようとす

るものであり、地域主権を実現しようという方向については、我々

とその思いを同じくするものと考えている。また、「丸ごと移譲」を

実現することにより、現在の出先機関の機能を維持向上させようと

するものであり、大規模災害時においても迅速かつ的確な対応が確

保されるものである。今後とも、九州広域行政機構（仮称）の設置

について、九州地方知事会と九州市長会との「協議の場」や町村会

との意見交換などを通じて理解が得られるようにしていきたいと考

えている。 
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本年３月、内閣府より「国の出先機関の事務・権限のブロック単

位での移譲に係る特例制度（基本構成案）」が示された。この「基本

構成案」は、全体としては、九州地方知事会の主張を採り入れつつ、

改革を前進させるための提案であると考えている。「移譲対象となる

事務」の精査や「持ち寄り事務」の取扱い、「財源」の問題など、詳

細に詰めるべき論点はあるものの、今後、これに沿って政府部内の

調整を進めることが必要である。 
 
 国においては、早急に政府部内の調整を図った上で、出先機関の

「丸ごと」移譲の実現に向けた具体策を示すとともに、その内容に

ついて、広く関係団体・機関等への十分な説明等を行うことが必要

である。 
  
従来から必要性が指摘されながら停滞していた出先機関改革は、

国において政治のリーダーシップが発揮され、地方の側が覚悟を示

したことにより、大きく前進しようとしている。しかし、今通常国

会への関連法案の提出に向けて残された時間は短く、まさに正念場

を迎えている。 
 
 国においては、これまで重ねて主張してきた九州地方知事会の考

えを十分に踏まえ、省庁の利害を超えた高い視点にたち、真に地域

主権に資するための改革を実現することを強く求める。 
 
平成２４年４月１２日 
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